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愛知工科大学学則 

 

平成１２年４月１日制定 

 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 本学は、教育基本法と学校教育法に基づき、工業技術に関する知識と学術を授けるとと

もに、深く専門の学芸を教授研究し、社会から喜ばれる知識技能と歓迎される人柄を兼ね備え

た人材を育成し、もって地域社会の教育・学術文化ならびに産業の発展に寄与することを目的

とする。 

（教育研究上の目的の公表等） 

第１条の２ 本学は、学部又は学科ごとに，人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的

を定め公表するものとする。 

 

 

第２章 学科、学生定員及び修業年限 

 

（学部、学科及び学生定員） 

第２条 本学に設置する学部、学科及び学生定員は、次のとおりとする。 

 学 科 名 入学定員 
３年次 

編入学定員 
収容定員 

機 械 シ ス テ ム 工 学 科  ７５人 ３５人 ３７０人 

電子制御・ロボット工学科  ７５人  ５人 ３１０人 工 学 部 

情 報 メ デ ィ ア 学 科  ７５人  ５人 ３１０人 

計 ２２５人 ４５人 ９９０人 

（一級自動車整備士養成課程） 

第３条 機械システム工学科において、一級自動車整備士養成課程を設ける。この課程を受ける

には、二級ガソリン自動車整備士及び二級ジーゼル自動車整備士の両資格を有していなければ

ならない。また、同課程を修了するためには、国土交通省が定める修了規定（別途定める）を

満足していなければならない。 

（修業年限及び在学年限） 

第４条 本学の修業年限は、４年とする。 

２ 学生は、８年を超えて在学することはできない。 

３ 第１３条又は第１４条の規定により入学した学生は、在学すべき年数の２倍に相当する年数

を超えて在学することができない。 
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第３章 学年、学期及び休業日 

 

（学年） 

第５条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（学期） 

第６条 学年を次の２学期に分ける。 

前学期 ４月１日から９月３０日まで 

後学期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

（休業日） 

第７条 休業日は、次のとおりとする。 

日曜日 

国民の祝日に関する法律で規定する休日 

春期休業日 ３月１６日から４月１０日まで 

夏期休業日 ７月２１日から８月３１日まで 

冬期休業日 １２月２３日から翌年１月７日まで 

２ 必要がある場合は、学長は、前項の休業日を臨時に変更することができる。 

３ 第１項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。 

 

 

第４章 入学、編入学、退学及び休学等 

 

（入学の時期） 

第８条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、編入学、再入学及び転入学については、第

５条に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い学生を入学することができる。 

（入学資格） 

第９条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

一 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者 

二 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程により、これに

相当する学校教育を修了した者を含む。） 

三 外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科

学大臣の指定したもの  

四 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の

当該課程を修了した者  

五 文部科学大臣の指定した者 

六 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（大学入学

資格検定に合格した者を含む。） 

七 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があ

ると認めた者で、１８歳以上の者  
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（入学の出願） 

第１０条 本学に入学を志願する者は、本学所定の書類に入学検定料を添えて提出しなければな

らない。 

２ 提出の時期、方法、提出すべき書類等については、別に定める。 

（入学者の選考） 

第１１条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選考を行う。 

（入学手続き及び入学許可） 

第１２条 前条の選考の結果に基づき、合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、身元保証

書その他本学所定の書類を提出するとともに、所定の入学金・授業料等を納入しなければなら

ない。 

２ 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。 

（３年次編入学） 

第１３条 本学の３年次に編入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

一 大学を卒業した者又は学校教育法第１０４条第４項の規定により学士の学位を授与された

者 

二 短期大学及び高等専門学校を卒業した者 

三 専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であること、その他文部科学大臣の定める基準

を満たすものに限る。）を修了した者（第９条に規定する入学資格を有する者に限る。） 

四 大学に２年以上在学し、所定の単位以上修得した者 

２ 前項の規定により入学した者の既に履修した授業科目及び修得単位数の取扱いについては、

別に定める。  

（編入学、再入学、転入学） 

第１４条 前条のほか、本学に編入学、再入学又は転入学を志願する者があるときは、欠員のあ

る場合に限り、選考の上、相当年次に入学を許可することができる。 

２ 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び修得単位数の取扱いにつ

いては、別に定める。  

（転学科） 

第１５条 本学工学部在学者の機械システム工学科、ロボットシステム工学科及び情報メディア

学科の学科間の転学科は、２年次又は３年次に進むときに限り、やむを得ない事由により転科

を志願する者がある場合、教授会で選考の上許可することがある。 

２ 前項に定めるもののほか転学科に関し必要な事項は、別に定める。 

（退学） 

第１６条 退学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。 

（休学） 

第１７条 疾病、その他やむを得ない事由により３ヶ月以上修学することのできない者は、学長

の許可を得て休学することができる。 

２ 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、学長は、休学を命ずるこ

とができる。 
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（休学の期間） 

第１８条 休学の期間は、１年を超えることができない。ただし、特別の事由がある場合は、引

き続き更に１年まで延長することができる。 

２ 休学の期間は、通算して２年を超えることができない。 

３ 休学の期間は、第４条第２項及び第３項の在学年限に算入しない。 

（復学） 

第１９条 休学期間中にその事由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。 

（除籍） 

第２０条 次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て、学長は除籍する。 

一 第４条第２項及び第３項に定める在学年限を超えた者 

二 第１８条第２項に定める休学の期間を超えて、なお復学できない者 

三 授業料の納入を怠り、督促を受けても、なお納入しない者 

四 長期間にわたり行方不明の者 

五 死亡した者 

 

 

第５章 教育課程及び履修方法等 

 

（授業科目） 

第２１条 授業科目を基礎教育科目と専門教育科目に分ける。基礎教育科目として、人間科学科

目群、工学基礎科目群をおく。専門教育科目として、専門基礎科目群、専門科目群をおく。 

２ 授業科目及び単位数等は別表第１のとおりとする。 

（単位の計算方法） 

第２２条 各授業科目の単位数は、１単位の履修時間を教室内及び教室外を合わせて４５時間と

し、次の基準により計算するものとする。 

一 講義及び演習については、１５時間の授業をもって１単位とする。ただし、教育効果を考

慮し、３０時間までの授業をもって１単位とすることがある。 

二 実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間までの範囲において定める時間の

授業をもって１単位とする。 

三 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用によ

り行う場合については、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮して本学が定

める時間の授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業研究等の授業科目については、これらの学修の成果を評価し、

単位を与えることが適切と認める場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定め

ることができるものとする。 

（単位の授与） 

第２３条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。 

（学習の評価） 
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第２４条 試験等の成績は、秀、優、良、可及び不可の５段階をもって表し、可以上を合格とす

る。 

２ 前項に定めるもののほか、授業科目の成績及び評価に関し必要な事項は、別に定める。 

（成績評価基準等の明示等） 

第２４条の２ 本学は，学生に対して、授業の方法及び内容並びに１年間の授業の計画をあらか

じめ明示するものとする。 

２ 本学は，学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては，客観性及び厳格性を確保する

ため，学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行

うものとする。 

（他学科における授業科目の履修） 

第２５条 学生は、別に定めるところにより、他の学科の専門教育科目を履修し、単位を修得す

ることができる。 

２ 前項の規定により修得した単位は、当該学科の授業科目の履修により、修得した単位と認め

る。 

（入学前の既修得単位の取扱い） 

第２６条 本学は、学生が本学入学前に大学又は短期大学（外国の大学又は短期大学を含む。）に

おいて、修得した単位及び短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修、その他文部科学

大臣が定める学修について、履修したものとみなし、単位を認定することができる。 

２ 前項に定めるもののほか、入学前の既修得単位の認定に関し必要な事項は、別に定める。 

（他の大学等における授業科目の履修等） 

第２７条 本学は、教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議により、学生に

当該他の大学等の授業科目を履修させることができる。 

２ 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位については、６０単位を超えない

ものとする。 

３ 前２項の実施に関して必要な事項については、別に定める。 

（外国の大学等における授業科目の履修等） 

第２８条 本学は、教育上有益と認めるときは、外国の大学又は短期大学との協議により、学生

を当該外国の大学等に留学させ学修することを認めることがある。 

２ 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位については、６０単位を超えない

ものとする。 

３ 前２項の実施に関して必要な事項については、別に定める。 

（他の大学等において修得した単位の本学における単位認定の限度） 

第２９条 第２７条及び第２８条の規定により、他の大学等又は外国の大学等において修得した

単位について、本学において修得したと認めることができる単位数は、すべてを合わせて６０

単位を限度とする。 

（履修届） 

第３０条 学生は、毎学年度の初めに、その年次に定められた授業科目中の必修科目とともに、

他に履修しようとする授業科目を選択し、所定期日までに、履修届を提出しなければならない。 
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（長期にわたる教育課程の履修） 

第３１条 学生が職業を有している等の事情により、当該学生に係る修業年限を超えて一定の期 

間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、教授会の

議を経て、学長は、その計画的な履修を許可することができる。 

２ 前項に定めるもののほか、長期にわたる教育課程の履修に関し必要な事項は、別に定める。 

（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第３２条 本学は、授業内容及び方法の改善を図るため、組織的な研修及び研究を実施するもの

とする。 

 

 

第６章 卒業及び学位授与 

 

（卒業の要件） 

第３３条 本学を卒業するためには、学生は４年以上在学し、別表第１の定めるところにより 

１２４単位以上を修得しなければならない。 

（卒業及び学位授与） 

第３４条 本学に４年以上在学し、本学則に定める授業科目及び単位数を修得した者については、

教授会の議を経て、学長が卒業を認定する。 

２ 卒業した者には、学士（工学）の学位を授与する。 

３ 学位授与に関する規程は、別に定める。  

 

 

第７章 入学検定料、入学金、授業料その他の費用 

 

（授業料等の額） 

第３５条 本学の入学検定料、入学金、授業料、教育充実費及び施設費（以下「授業料等」とい

う。）の額は、次のとおりとする。ただし、第４条第 1項に規定する修業年限を超えて在学する

者については、別に定める。 

 

入学検定料                  ３５,０００円 

入 学 金                 ３００,０００円 

授 業 料（年額）  第１年次生      ８４０,０００円 

第２年次生      ８５０,０００円 

第３年次生      ８６０,０００円 

第４年次生      ８７０,０００円 

教育充実費（年額）             ２５０,０００円 

施 設 費（年額）第１年次生及び第２年次生 １００,０００円 

第３年次生及び第４年次生 １５０,０００円 
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２ 実験、実習、その他教育に必要な費用は、別にこれを納入させることがある。 

（授業料等の納入期） 

第３６条 授業料等の納入は、年額の２分の１ずつ次の前期、後期に分けて、納入期限までに納

入しなければならない。 

区  分 納入期限 

前期（４月から９月まで） ４月２５日まで 

後期（１０月から３月まで） １０月２５日まで 

２ 前条及び前項に定めるもののほか、授業料等の納入に関し必要な事項は、別に定める。 

（退学及び停学の場合の授業料等) 

第３７条 学期の中途で退学し又は除籍された者の当該期分の授業料等は収納する。 

２ 停学期間中の授業料等は収納する。 

（休学の場合の授業料等） 

第３８条 休学を許可され又は命ぜられたものについては、休学した月の翌月から復学した月の

前月までの授業料等を免除する。 

（復学の場合の授業料等） 

第３９条 学期の中途に置いて復学した者は、復学した月から当該期末までの授業料等を、復学

した月に納入しなければならない。 

（納付した授業料等） 

第４０条 既に収納した入学検定料、入学金及び授業料等は原則として返還しない。ただし、授

業料については、別に定める基準により、その全部又は一部を返還することができるものとす

る。 

（授業料の免除並びに納入の猶予） 

第４１条 経済的事由、その他やむを得ない事情があると認められた者に対しては、授業料の全

部若しくは一部を免除し、又は、その納入を猶予することがある。  

２ 前項に定めるもののほか、授業料の免除及び納入の猶予については、別に定める。 

（科目等履修生等の授業料等）  

第４２条 科目等履修生、聴講生、特別聴講生及び研究生の入学検定料、入学金、授業料及びそ

の他の費用については、別に定める。 

 

 

第８章 職員組織 

 

（職員組織） 

第４３条 本学に学長、副学長、学部長、学科長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、

技術職員その他必要な職員を置く。 

第９章 教授会 

 
（教授会） 
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第４４条 本学に重要な事項を審議するため、教授会を置く。 

（教授会の構成） 

第４５条 教授会は、専任の教授をもって組織する。 

２ 前項の規定にかかわらず、学長が必要と認めたときは、教授会に専任の准教授及び講師、そ

の他の職員を加えることができる。 

（教授会の招集等） 

第４６条 学長は教授会を招集し、その議長となる。ただし、学長に事故あるときは、あらかじ

め学長が指名した教授が議長となる。 

（教授会の開催） 

第４７条 教授会は、構成員の３分の２以上の出席がなければ開催することができない。 

（教授会の審議事項） 

第４８条 教授会は、次に係る重要な事項を審議する。 

一 学則に関する事項 

二 教育課程及び授業に関する事項 

三 学生の入学、退学、転学、休学、除籍及び卒業に関する事項 

四 単位認定に関する事項 

五 学生の厚生補導に関する事項 

六 学生の賞罰に関する事項 

七 教員の人事に関する事項 

八 教員の研究に関する事項 

九 その他大学の運営に関する事項 

（その他） 

第４９条 第３８条から前条までに定めるもののほか、教授会に関し必要な事項は別に定める。 

 

 

第１０章 科目等履修生、特別聴講生、外国人留学生及び研究生 

 

（科目等履修生） 

第５０条 本学は、本学学生以外の者で、本学の特定の授業科目を履修することを志願する者が

あるときは、本学の教育に支障がない限りにおいて、選考の上科目等履修生として履修を許可

することがある。 

２ 科目等履修生に関して必要な事項は、別に定める。 

（特別聴講生） 

第５１条 本学と他の大学又は短期大学（外国の大学又は短期大学を含む。）との協議により、当

該大学等の学生を特別聴講生として入学を許可することがある。 

２ 特別聴講生に関して必要な事項は、別に定める。 

（外国人留学生） 

第５２条 外国人で大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者が
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あるときは、選考の上外国人留学生として入学を許可することがある。 

２ 外国人留学生に関して必要な事項は、別に定める。 

（研究生） 

第５３条 本学において特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、学部

の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上研究生として入学を許可することがある。 

２ 研究生に関して必要な事項は、別に定める。 

 

 

第１１章 賞罰 

 

（表彰） 

第５４条 学生として表彰に値する行為があった者は、教授会の議を経て学長が表彰する。 

２ 表彰に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（懲戒） 

第５５条 本学の規則に違反し、本学の秩序を乱し、又は学生としての本分に反する行為をした

者は、教授会の議を経て、学長が懲戒する。 

２ 懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。 

３ 退学は次の各号の一に該当する学生に対して行う。 

一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

二 学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者 

三 正当な理由がなくて出席常でない者 

四 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者 

（賠償の責任） 

第５６条 本学の施設、設備又は備品等を故意に破損又は滅失した学生には、相当の賠償をさせ

ることができる。 

 

 

第１２章 公開講座 

 

（公開講座） 

第５７条 社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、本学は、必要に応じ公開講座を開設

することができる。 

２ 公開講座の開設に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

第１３章 育英・奨学制度 
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（育英・奨学制度） 

第５８条 本学学生で、成績優秀、品行方正にして、かつ家庭の経済的事情のために就学困難と

認められる者には、学費の全額又は一部を貸与することがある。 

２ 育英・奨学制度に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

第１４章 自己評価等 

 

（自己評価等） 

第５９条 本学は、教育研究水準の向上を図り、その目的及び社会的使命を達成するため、教育

研究活動等の状況について、自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する。 

２ 前項の点検及び評価を行うに当たっての項目及び体制に関し必要な事項は、別に定める。 

３ 本学は、点検及び評価の結果について、本学以外の者による検証を行うよう努める。 

（情報の提供） 

第６０条 本学における教育及び研究の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図るこ

とができる方法により、積極的に情報を提供するものとする。 

 

 

第１５章 図書館及び附属施設等 

 

（図書館） 

第６１条 本学に図書館を置く。  

２ 図書館に関し必要な事項は、別に定める。  

（附属施設） 

第６２条 本学に、次の附属施設を置く。 

入試広報センター 

メディア基盤センター 

地域・産学連携センター 

基礎教育センター 

ものづくり工作センター 

キャリアセンター 

高度交通システム研究所 

宇宙システム研究所 

２ 附属施設に関し必要な事項は、別に定める。  

（保健室） 

第６３条 本学に保健室を置く。  

２ 保健室に関し必要な事項は、別に定める。 

（学生寮） 
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第６４条 本学に学生寮を置く。 

２ 学生寮に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

第１６章 雑則 

 

（雑則） 

第６５条 この学則を施行するために必要な事項は、別に定める。 

附則 

この学則は、平成１２年４月１日から施行する。 

附則 

この学則は、平成１６年４月１日から施行する。ただし、平成１５年度以前の入学生は、従前

の学則を適用する。 

附則 

１ この学則は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、平成１８年度以前の入学生は、従

前の学則を適用する。 

２ 電子情報工学科は、この学則の規定にかかわらず、平成１９年３月３１日に当該学科に在学

するものが当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。 

３ この学則第２条に掲げる総定員は、同条の規定にかかわらず、平成１９年度から平成２１年

度までは次の表のとおりとする。 

 

学科名 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

機械システム工学科 ４５５人 ４３０人 ４０５人 

ロボットシステム工学科  ７５人 １５０人 ２３５人 

情報メディア学科  ７５人 １５０人 ２５５人 

計 ６０５人 ７３０人 ８９５人 

附則 

１ この学則は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ この学則施行の際、改組前の学科に現に所属する学生においても、改正後の第２４条を適用

する。 

附則 

この学則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附則 

この学則は、平成２２年４月１日から施行する。 
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附則 

１ この学則は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ この学則施行の際、現に在学する者については、改正後の第２１条第２項に定める別表第１

にかかわらず、なお従前の例による。 

３ この学則施行の際在学する平成２２年度以前のロボットシステム工学科学生に対しても、改

正後の学則第２条に定める電子制御・ロボット工学科の名称を使用する。 

４ この学則第２条に掲げる総定員は、同条の規定にかかわらず、平成２３年度及び平成２４年

度は、次の表のとおりとする。 

学科名 平成 23 年度 平成 24 年度 

機械システム工学科  ３７５人 ３７０人 

電子制御・ロボット工学科  ３１５人 ３１０人 

情報メディア学科  ３３５人 ３１０人 

計 １,０２５人 ９９０人 
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別表第１ 

授業科目及び単位 

（１）基礎教育科目 

各学科共通（人間科学科目群） 

単 位 数 
授 業 科 目 

配当

年次 必修 選択 自由 
卒業要件単位数 

哲 学 １  ２   

フ レ ッ シ ュ マ ン セ ミ ナ ー １ ２    

ス ポ ー ツ 実 技 １ １    

心 理 学 １  ２   

ス ポ ー ツ と 健 康 １  ２   

ベーシックイングリッシュⅠ １ ２    

ベーシックイングリッシュⅡ １ ２    

社 会 学 ２ ２   (情報メディア学科のみ) 

政 治 学 ２  ２   

倫 理 学 ２  ２   

イングリッシュコミュニケーションⅠ ２ ２    

イングリッシュコミュニケーションⅡ ２  ２   

イングリッシュコミュニケーションⅡTOEIC ２  ２   

法 学 ３  ２   

組 織 と 人 間 関 係 ３  ２  (電子制御・ロボット工学科は必修)

産 業 保 健 学 ３  ２   

経 営 学 ３  ２  (情報メディア学科のみ) 

ビ ジ ネ ス イ ン グ リ ッ シ ュ ３  ２   

国際コミュニケーション学 ３  ２  (情報メディア学科のみ) 

中 国 語 Ⅰ ３  ２   

中 国 語 Ⅱ ４  ２   

経 済 学 ４  ２   

計  ９ ２８   
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機械システム工学科（工学基礎科目群） 

単 位 数 
授 業 科 目 

配当

年次 必修 選択 自由 
卒業要件単位数 

基 礎 数 学 Ⅰ １ ２    

基 礎 数 学 Ⅱ １ ２    

微 分 積 分 Ⅰ １ ２    

微 分 積 分 Ⅱ １ ２    

工 学 基 礎 実 験 Ⅰ １ ２    

工 学 基 礎 実 験 Ⅱ １ ２    

コンピュータリテラシーⅠ １ ２    

コンピュータリテラシーⅡ １  ２   

物 理 学 １ ２    

技 術 文 章 作 成 技 術 １ ２    

機 械 シ ス テ ム 概 論 １  ２   

線 形 代 数 Ⅰ １ ２    

電 気 ・ 電 子 工 学 基 礎 １  ２   

化 学 １  ２   

微 分 方 程 式 ２  ２   

構 造 安 全 工 学 ３ 整備士２   (一級自動車整備士養成履修科目)

インテリジェント交通システム ３ 整備士２   (一級自動車整備士養成履修科目)

安 全 衛 生 学 ３ 整備士２   (一級自動車整備士養成履修科目)

Ｖ Ｅ 手 法 ３ 整備士２   (一級自動車整備士養成履修科目)

ト ラ イ ボ ロ ジ ー ３ 整備士２   (一級自動車整備士養成履修科目)

環 境 工 学 Ⅱ ３ 整備士２   (一級自動車整備士養成履修科目)

非 鉄 材 料 ３ 整備士２   (一級自動車整備士養成履修科目)

計 
 

２０ 

整備士14

１０ 

 
 

基礎教育科目５０単位以上
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電子制御・ロボット工学科（工学基礎科目群） 

単 位 数 
授 業 科 目 

配当 

年次 必修 選択 自由 
卒業要件単位数 

基 礎 数 学 Ⅰ １ ２    

基 礎 数 学 Ⅱ １ ２    

微 分 積 分 Ⅰ １ ２    

微 分 積 分 Ⅱ １  ２   

工 学 基 礎 実 験 Ⅰ １ ２    

工 学 基 礎 実 験 Ⅱ １ ２    

コンピュータリテラシーⅠ １ ２    

コンピュータリテラシーⅡ １  ２   

基 礎 物 理 Ⅰ １  ２   

基 礎 物 理 Ⅱ １  ２   

技 術 文 章 作 成 技 術 １  ２   

ロ ボ ッ ト シ ス テ ム 概 論 １  ２   

線 形 代 数 Ⅰ １ ２    

微 分 方 程 式 ２  ２   

技 術 英 語 ３  ２   

計  １４ １６  基礎教育科目５０単位以上
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情報メディア学科（基礎科目群） 

単 位 数 
授 業 科 目 

配当 

年次 必修 選択 自由 
卒業要件単位数 

基 礎 数 学 Ⅰ １  ２   

基 礎 数 学 Ⅱ １  ２   

コンピュータリテラシーⅠ １ ２    

コンピュータリテラシーⅡ １ ２    

基 礎 物 理 １  ２   

技 術 文 章 作 成 技 術 １ ２    

確 率 ・ 統 計 １  ２   

線 形 代 数 Ⅰ １  ２   

線 形 代 数 Ⅱ ２  ２   

化 学 １  ２   

解 析 学 ２  ２   

幾 何 学 ２  ２   

マ ス メ デ ィ ア 論 ２  ２   

シ ス テ ム 学 ２  ２   

技 術 英 語 ３  ２   

計  ６ ２４  基礎教育科目５０単位以上
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（２）専門教育科目 

機械システム工学科（専門基礎科目群） 

単 位 数 
授 業 科 目 

配当 

年次 必修 選択 自由 
卒業要件単位数 

機 械 基 礎 製 図 １ ２    

機 械 加 工 学 Ⅰ １ ２    

機 械 加 工 学 Ⅱ ２  ２   

工 業 力 学 １  ２   

材 料 力 学 Ⅰ ２ ２    

材 料 力 学 Ⅱ ２  ２   

熱 力 学 Ⅰ ２ ２    

熱 力 学 Ⅱ ２  ２   

流 体 力 学 Ⅰ ２ ２    

流 体 力 学 Ⅱ ２  ２   

機 械 材 料 ２ ２    

機械システム設計製図Ⅰ ２ ２    

機械システム設計製図Ⅱ ２ ２    

機械システム工学実習Ⅰ ２ ２    

機械システム工学実習Ⅱ ２ ２    

プ ロ グ ラ ミ ン グ ２  ２   

計 測 工 学 ２  ２   

機 械 振 動 学 ２ ２    

機 械 設 計 Ⅰ ３ ２    

機械システム工学実験Ⅰ ３ ２    

機械システム工学実験Ⅱ ３ ２    

数 値 計 算 法 ３  ２   

計  ２８ １６   
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機械システム工学科（専門科目群） 

単 位 数 
授 業 科 目 

配当 

年次 必修 選択 自由 
卒業要件単位数 

制 御 工 学 ２ ２    

エ ン ジ ン 工 学 ２  ２   

応 用 材 料 力 学 ３  ２   

タ ー ボ 機 械 ３  ２   

電 熱 工 学 ３  ２   

生 産 シ ス テ ム ３  ２   

メ カ ト ロ ニ ク ス ３ ２    

Ｃ Ａ Ｄ ／ Ｃ Ａ Ｍ ３ ２    

新 エ ネ ル ギ ー 機 関 ３  ２   

機 械 設 計 Ⅱ ３  ２   

カ ー エ レ ク ト ロ ニ ク ス ３  ２   

応 用 流 体 力 学 ３  ２   

自 動 車 シ ス テ ム 工 学 ３ ２   （一級自動車整備士養成履修科目）

工 学 セ ミ ナ ー ３ ２   （一級自動車整備士養成履修科目）

メ カ ト ロ ニ ク ス Ⅰ ３ 整備士２   （一級自動車整備士養成履修科目）

メ カ ト ロ ニ ク ス Ⅱ ３ 整備士２   （一級自動車整備士養成履修科目）

環 境 工 学 Ⅰ ３ 整備士２   （一級自動車整備士養成履修科目）

エ ン ジ ン 工 学 Ⅱ ３ 整備士２   （一級自動車整備士養成履修科目）

カ ー エ レ ク ト ロ ニ ク ス ３ 整備士２   （一級自動車整備士養成履修科目）

機械システム工学実験Ⅰ ３ 整備士２   （一級自動車整備士養成履修科目）

機械システム工学実験Ⅱ ３ 整備士２   （一級自動車整備士養成履修科目）

総 合 整 備 実 習 Ⅰ ３ 整備士４   （一級自動車整備士養成履修科目）

総 合 整 備 実 習 Ⅱ ３ 整備士７   （一級自動車整備士養成履修科目）

機 械 振 動 学 ３ 整備士２   （一級自動車整備士養成履修科目）

新 エ ネ ル ギ ー 機 関 ３ 整備士２   （一級自動車整備士養成履修科目）

故 障 診 断 実 習 ４ 整備士４   （一級自動車整備士養成履修科目）

総 合 診 断 実 習 ４ 整備士８   （一級自動車整備士養成履修科目）

ロ ボ ッ ト 応 用 シ ス テ ム ４  ２   

環 境 工 学 Ⅰ ４  ２   

環 境 工 学 Ⅱ ４  ２   

人 間 工 学 ４  ２   

知 的 所 有 権 ４  ２   

イ ン タ ー ン シ ッ プ ３  １   

卒 業 研 究 ４ ６   （一級自動車整備士養成履修科目）

計  

１６ 
整備士 

５１ 

２９ 
 
 

 
専門教育科目７４単位以上

卒業要件単位数：基礎教育科目５０単位以上、専門教育科目７４単位以上、合計１２４単位以上 
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電子制御・ロボット工学科（専門基礎科目群） 

単 位 数 
授 業 科 目 

配当 

年次 必修 選択 自由 
卒業要件単位数 

基礎コンピュター概論Ⅰ １  ２   

電 気 回 路 Ⅰ １ ２    

電 気 回 路 Ⅱ ２  ２   

基礎エレクトロニクスⅠ １  ２   

基礎エレクトロニクスⅡ ２  ２   

電 気 磁 気 学 ２  ２   

デ ジ タ ル 回 路 Ⅰ ２ ２    

製 図 基 礎 ２ ２    

ロボットシステム実験・実習Ⅰ ２ ２    

ロボットシステム実験・実習Ⅱ ２ ２    

ロボットシステム実験・実習Ⅲ ３ ２    

ロボットシステム実験・実習Ⅳ ３ ２    

Ｃ Ａ Ｄ ／ Ｃ Ａ Ｍ Ⅰ 演 習 ３  １   

Ｃ Ａ Ｄ ／ Ｃ Ａ Ｍ Ⅱ 演 習 ３  １   

マイクロコンピュータⅠ １ ４    

計  １８ １２   
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電子制御・ロボット工学科（専門科目群） 

単 位 数 
授 業 科 目 

配当 

年次 必修 選択 自由 
卒業要件単位数 

マイクロコンピュータⅡ ２ ４    

ロ ボ ッ ト 力 学 Ⅰ １ ２    

ロ ボ ッ ト 力 学 Ⅱ ２ ２    

ロ ボ ッ ト 材 料 ２  ２   

電 子 物 性 ２  ２   

電 子 計 測 ２  ２   

も の づ く り 加 工 法 ２  ２   

か ら く り 機 構 学 ２  ２   

ロ ボ ッ ト 制 御 ２  ２   

ロボットプログラミングⅠ ２ ２    

ロボットプログラミングⅡ ３ ２    

デ ジ タ ル 回 路 Ⅱ ３  ２   

要 素 設 計 ３  ２   

メ カ ト ロ ニ ク ス ３ ２    

バ イ オ メ カ ニ ク ス ３  ２   

制 御 工 学 ３  ２   

イ ン タ ー フ ェ ー ス ３  ２   

電 子 デ バ イ ス ３  ２   

セ ン サ 工 学 ３  ２   

リ モ ー ト コ ン ト ロ ー ル ３  ２   

パワーエレクトロニクス ３  ２   

工 学 セ ミ ナ ー ３ ２    

福 祉 ・ 介 護 ロ ボ ッ ト ４  ２   

人 工 知 能 ４  ２   

ロ ボ ッ ト 応 用 シ ス テ ム ４  ２   

パ タ ー ン 認 識 ４  ２   

光 エ レ ク ト ロ ニ ク ス ４  ２   

環 境 工 学 Ⅰ ４  ２   

環 境 工 学 Ⅱ ４  ２   

人 間 工 学 ４  ２   

知 的 所 有 権 ４  ２   

イ ン タ ー ン シ ッ プ ３  １   

卒 業 研 究 ４ ６    

計  ２２ ４９  専門教育科目７４単位以上

卒業要件単位数：基礎教育科目５０単位以上、専門教育科目７４単位以上、合計１２４単位以上 
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情報メディア学科（専門基礎科目群） 

単 位 数 
授 業 科 目 

配当 

年次 必修 選択 自由 
卒業要件単位数 

基礎コンピュター概論Ⅰ １ ２    

基礎コンピュター概論Ⅱ １ ２    

情 報 数 学 １  ２   

電 気 回 路 １  ２   

ビ ジ ネ ス 情 報 学 １ ２    

マイクロコンピュータⅠ １  ２   

電 子 回 路 Ⅰ １  ２   

電 子 回 路 Ⅱ ２  ２   

情 報 メ デ ィ ア 演 習 Ⅰ ２ ２    

情 報 メ デ ィ ア 演 習 Ⅱ ２ ２    

データ構造とアルゴリズム ３  ２   

電 気 磁 気 学 ２  ２   

デ ジ タ ル 回 路 ２  ２   

情 報 基 礎 論 ２  ２   

情 報 メ デ ィ ア 実 験 Ⅰ ３ ２    

情 報 メ デ ィ ア 実 験 Ⅱ ３ ２    

２ Ｄ Ｃ Ａ Ｄ 演 習 ３  １   

計  １４ １９   
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情報メディア学科（専門科目群） 

単 位 数 
授 業 科 目 

配当 

年次 必修 選択 自由 
卒業要件単位数 

情 報 メ デ ィ ア 概 論 １ ２    

プ ロ グ ラ ミ ン グ Ⅰ １ ２    

プ ロ グ ラ ミ ン グ Ⅱ ２ ２    

マイクロコンピュータⅡ ２  ２   

デ ー タ ベ ー ス ２  ２   

情 報 通 信 ２  ２   

プ ロ グ ラ ム 言 語 ２  ２   

デ ジ タ ル 信 号 処 理 ２  ２   

メ デ ィ ア ソ フ ト ２  ２   

コンピュータネットワーク ２ ２    

コンピュータデザイン論 ２  ２   

カ ラ ー デ ザ イ ン ２  ２   

文 化 情 報 学 ２  ２   

ソ フ ト ウ エ ア 工 学 Ⅰ ２ ２    

ソ フ ト ウ エ ア 工 学 Ⅱ ３  ２   

デ ジ タ ル 画 像 工 学 ３  ２   

モ バ イ ル シ ス テ ム ３  ２   

Ｗ ｅ ｂ プ ロ グ ラ ミ ン グ ３  ２   

マ ル チ メ デ ィ ア 工 学 ３  ２   

情 報 管 理 学 ３  ２   

Ｗ ｅ ｂ デ ザ イ ン ３  ２   

Ｃ Ｇ 制 作 ３  ２   

音 声 情 報 処 理 ３  ２   

情 報 セ ミ ナ ー ３ ２    

３ Ｄ Ｃ Ａ Ｄ 演 習 Ⅰ ３  １   

３ Ｄ Ｃ Ａ Ｄ 演 習 Ⅱ ４  １   

画 像 処 理 ４  ２   

生 体 情 報 学 ４  ２   

医 療 福 祉 情 報 ４  ２   

ネ ッ ト ワ ー ク ビ ジ ネ ス ４  ２   

環 境 工 学 Ⅰ ４  ２   

電 気 通 信 法 規 ４  ２   

人 間 工 学 ４  ２   

知 的 所 有 権 ４  ２   

イ ン タ ー ン シ ッ プ ３  １   

卒 業 研 究 ４ ６    

計  １８ ５５  専門教育科目７４単位以上

卒業要件単位数：基礎教育科目５０単位以上、専門教育科目７４単位以上、合計１２４単位以上 
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（改正後） 

 
愛知工科大学学則 

 
 

（目的） 

第１条         （略） 

 

（教育研究上の目的の公表等） 

第１条の２       （略） 

 

（学部、学科及び学生定員） 

第２条 本学に設置する学部、学科及び学生定員は、次のとおり

とする。 

 学 科 名 
入学 

定員 

３年次 

編入学 

定員 

収容 

定員 

機械システム工学科 75 人 35 人 370 人

電子制御・ロボット工学科 75 人 5 人 310 人工学部 

情報メディア学科 75 人 5 人 310 人

計 225 人 45 人 990 人

 

（一級自動車整備士養成課程） 

第３条         （略） 

 

（修業年限及び在学年限） 

第４条         （略） 

 

（学年） 

第５条         （略） 

 

（学期） 

第６条         （略） 

 

（休業日） 

第７条         （略） 

 

（入学の時期） 

第８条         （略） 

 

（入学資格） 

第９条         （略）  

 

（入学の出願） 

第１０条        （略） 

 

（入学者の選考） 

第１１条        （略） 

 

（入学手続き及び入学許可） 

第１２条        （略） 

 

（３年次編入学） 

第１３条        （略） 

 

（編入学、再入学、転入学） 

第１４条        （略） 

 

（転学科） 

 
（現行） 

 
愛知工科大学学則 

 
 

（目的） 

第１条         （略） 

 

（教育研究上の目的の公表等） 

第１条の２       （略） 

 

（学部、学科及び学生定員） 

第２条 本学に設置する学部、学科及び学生定員は、次のとおり

とする。 

 学 科 名 
入学 

定員 

３年次 

編入学 

定員 

収容 

定員 

機械システム工学科 75 人 40 人 380 人

ロボットシステム工学科 75 人 10 人 320 人工学部

情報メディア学科 75 人 30 人 360 人

計 225 人 80 人 1,060 人

 

（一級自動車整備士養成課程） 

第３条         （略） 

 

（修業年限及び在学年限） 

第４条         （略） 

 

（学年） 

第５条         （略） 

 

（学期） 

第６条         （略） 

 

（休業日） 

第７条         （略） 

 

（入学の時期） 

第８条         （略） 

 

（入学資格） 

第９条         （略）  

 

（入学の出願） 

第１０条        （略） 

 

（入学者の選考） 

第１１条        （略） 

 

（入学手続き及び入学許可） 

第１２条        （略） 

 

（３年次編入学） 

第１３条        （略） 

 

（編入学、再入学、転入学） 

第１４条        （略） 

 

（転学科） 
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第１５条        （略） 

 

（退学） 

第１６条        （略） 

 

（休学） 

第１７条        （略） 

 

（休学の期間） 

第１８条        （略） 

（復学） 

第１９条        （略） 

 

（除籍） 

第２０条        （略） 

 

（授業科目） 

第２１条        （略） 

 

（単位の計算方法） 

第２２条        （略） 

 

（単位の授与） 

第２３条        （略） 

 

（学習の評価） 

第２４条        （略） 

 

（成績評価基準等の明示等） 

第２４条の２      （略） 

 

（他学科における授業科目の履修） 

第２５条        （略） 

 

（入学前の既修得単位の取扱い） 

第２６条        （略） 

 

（他の大学等における授業科目の履修等） 

第２７条        （略） 

 

（外国の大学等における授業科目の履修等） 

第２８条        （略） 

 

（他の大学等において修得した単位の本学における単位認定の

限度） 

第２９条        （略） 

 

（履修届） 

第３０条        （略） 

 

（長期にわたる教育課程の履修） 

第３１条        （略） 

 

（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第３２条        （略） 

 

（卒業の要件） 

第３３条        （略） 

 

（卒業及び学位授与） 

第１５条        （略） 

 

（退学） 

第１６条        （略） 

 

（休学） 

第１７条        （略） 

 

（休学の期間） 

第１８条        （略） 

（復学） 

第１９条        （略） 

 

（除籍） 

第２０条        （略） 

 

（授業科目） 

第２１条        （略） 

 

（単位の計算方法） 

第２２条        （略） 

 

（単位の授与） 

第２３条        （略） 

 

（学習の評価） 

第２４条        （略） 

 

（成績評価基準等の明示等） 

第２４条の２      （略） 

 

（他学科における授業科目の履修） 

第２５条        （略） 

 

（入学前の既修得単位の取扱い） 

第２６条        （略） 

 

（他の大学等における授業科目の履修等） 

第２７条        （略） 

 

（外国の大学等における授業科目の履修等） 

第２８条        （略） 

 

（他の大学等において修得した単位の本学における単位認定の

限度） 

第２９条        （略） 

 

（履修届） 

第３０条        （略） 

 

（長期にわたる教育課程の履修） 

第３１条        （略） 

 

（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第３２条        （略） 

 

（卒業の要件） 

第３３条        （略） 

 

（卒業及び学位授与） 
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第３４条        （略） 

 

（授業料等の額） 

第３５条        （略） 

（授業料等の納入期） 

第３６条        （略） 

 

(退学及び停学の場合の授業料等) 

第３７条        （略） 

 

（休学の場合の授業料等） 

第３８条        （略） 

 

（復学の場合の授業料等） 

第３９条        （略） 

 

（納付した授業料等） 

第４０条        （略） 

 

（授業料の免除並びに納付の猶予） 

第４１条        （略） 

 

（科目等履修生等の授業料等）  

第４２条        （略） 

 

（職員組織） 

第４３条        （略） 

 

（教授会） 

第４４条        （略） 

 

（教授会の構成） 

第４５条        （略） 

 

（教授会の招集等） 

第４６条        （略） 

 

（教授会の開催） 

第４７条        （略） 

 

（教授会の審議事項） 

第４８条        （略） 

 

（その他） 

第４９条        （略） 

 

（科目等履修生） 

第５０条        （略） 

 

（特別聴講生） 

第５１条        （略） 

 

（外国人留学生） 

第５２条        （略） 

 

（研究生） 

第５３条        （略） 

 

（表彰） 

第５４条        （略） 

第３４条        （略） 

 

（授業料等の額） 

第３５条        （略） 

（授業料等の納入期） 

第３６条        （略） 

 

(退学及び停学の場合の授業料等) 

第３７条        （略） 

 

（休学の場合の授業料等） 

第３８条        （略） 

 

（復学の場合の授業料等） 

第３９条        （略） 

 

（納付した授業料等） 

第４０条        （略） 

 

（授業料の免除並びに納付の猶予） 

第４１条        （略） 

 

（科目等履修生等の授業料等）  

第４２条        （略） 

 

（職員組織） 

第４３条        （略） 

 

（教授会） 

第４４条        （略） 

 

（教授会の構成） 

第４５条        （略） 

 

（教授会の招集等） 

第４６条        （略） 

 

（教授会の開催） 

第４７条        （略） 

 

（教授会の審議事項） 

第４８条        （略） 

 

（その他） 

第４９条        （略） 

 

（科目等履修生） 

第５０条        （略） 

 

（特別聴講生） 

第５１条        （略） 

 

（外国人留学生） 

第５２条        （略） 

 

（研究生） 

第５３条        （略） 

 

（表彰） 

第５４条        （略） 
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（懲戒） 

第５５条        （略） 

 

（賠償の責任） 

第５６条        （略） 

 

（公開講座） 

第５７条        （略） 

 

（育英・奨学制度） 

第５８条        （略） 

 

（自己評価等） 

第５９条        （略） 

 

（情報の提供） 

第６０条        （略） 

 

（図書館） 

第６１条        （略） 

 

（附属施設） 

第６２条        （略）  

 

（保健室） 

第６３条        （略） 

 

（学生寮） 

第６４条        （略） 

 

（雑則） 

第６５条        （略） 

 

附則 

１ この学則は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ この学則施行の際、現に在学する者については、改正後の第

２１条第２項に定める別表第１にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

３ この学則施行の際在学する平成２２年度以前の学生に対し

ても、改正後の学則第２条に定める電子制御・ロボット工学科

の名称を使用する。 

４ この学則第２条に掲げる総定員は、同条の規定にかかわら

ず、平成２３年度及び平成２４年度は、次の表のとおりとする。

学科名 平成 23 年度 平成 24 年度 

機械システム工学科 375 人 370 人 

電子制御・ロボット工学科 315 人 310 人 

情 報 メ デ ィ ア 学 科 335 人 310 人 

計 1,025 人 990 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（懲戒） 

第５５条        （略） 

 

（賠償の責任） 

第５６条        （略） 

 

（公開講座） 

第５７条        （略） 

 

（育英・奨学制度） 

第５８条        （略） 

 

（自己評価等） 

第５９条        （略） 

 

（情報の提供） 

第６０条        （略） 

 

（図書館） 

第６１条        （略） 

 

（附属施設） 

第６２条        （略）  

 

（保健室） 

第６３条        （略） 

 

（学生寮） 

第６４条        （略） 

 

（雑則） 

第６５条        （略） 
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別表第１ 

授業科目及び単位 

(1)基礎教育科目 

各学科共通(人間科学科目群) 

単 位 数 
授 業 科 目 

配当 

年次 必修 選択 自由 
卒業要件単位数

哲 学 １  ２  

フレッシュマンセミナー １ ２   

ス ポ ー ツ 実 技 １ １   

心 理 学 １  ２  

スポーツと健康 １  ２  

ベーシックイングリッシュⅠ １ ２   

ベーシックイングリッシュⅡ １ ２   

社 会 学 ２ ２   ( 情報メディア学科のみ)

政 治 学 ２  ２   

倫 理 学 ２  ２   

イングリッシュコミュニケーションⅠ ２ ２    

イングリッシュコミュニケーションⅡ ２  ２   

イングリッシュコミュニケーションⅡ T O E I C ２  ２   

法 学 ３  ２   

組織と人間関係 ３  ２  (電子制御・ロボット工学科は必修)

産 業 保 健 学 ３  ２   

経 営 学 ３  ２   ( 情報メディア学科のみ)

ビジネスイングリッシュ ３  ２   

国際コミュニケーション学 ３  ２   ( 情報メディア学科のみ)

中 国 語 Ⅰ ３  ２   

中 国 語 Ⅱ ４  ２   

経 済 学 ４  ２   

計  ９ ２８  

 

機械システム工学科(工学基礎科目群)  

授業科目表  （略） 

電子制御・ロボット工学科(工学基礎科目群) 

授業科目表  （略） 

情報メディア学科(工学基礎科目群) 

授業科目表  （略） 

(2)専門教育科目 

機械システム工学科(専門基礎科目群)  

授業科目表  （略） 

機械システム工学科(専門科目群)  

授業科目表  （略） 

電子制御・ロボット工学科(専門基礎科目群)  

授業科目表  （略） 

電子制御・ロボット工学科(専門科目群)  

授業科目表  （略） 

情報メディア学科(専門基礎科目群)  

授業科目表  （略） 

情報メディア学科(専門科目群)  

授業科目表  （略） 

 

 

別表第１ 

授業科目及び単位 

(1)基礎教育科目 

各学科共通(人間科学科目群) 

単 位 数 
授 業 科 目 

配当

年次 必修 選択 自由 
卒業要件単位数

哲 学 １  ２  

フレッシュマンセミナー １ ２   

ス ポ ー ツ 実 技 １ １   

心 理 学 １  ２  

スポーツと健康 １  ２  

ベーシックイングリッシュⅠ １ ２   

ベーシックイングリッシュⅡ １ ２   

社 会 学 ２ ２   ( 情報メディア学科のみ)

政 治 学 ２  ２   

倫 理 学 ２  ２   

イングリッシュコミュニケーションⅠ ２ ２    

イングリッシュコミュニケーションⅡ ２  ２   

イングリッシュコミュニケーションⅡ T O E I C ２  ２   

法 学 ３  ２   

組織と人間関係 ３  ２  (ロボットシステム工学科は必修)

産 業 保 健 学 ３  ２   

経 営 学 ３  ２   ( 情報メディア学科のみ)

ビジネスイングリッシュ ３  ２   

国際コミュニケーション学 ３  ２   ( 情報メディア学科のみ)

中 国 語 Ⅰ ３  ２   

中 国 語 Ⅱ ４  ２   

経 済 学 ４  ２   

計  ９ ２８  

 

機械システム工学科(工学基礎科目群)  

授業科目表  （略） 

ロボットシステム工学科(工学基礎科目群) 

授業科目表  （略） 

情報メディア学科(工学基礎科目群) 

授業科目表  （略） 

(2)専門教育科目 

機械システム工学科(専門基礎科目群)  

授業科目表  （略） 

機械システム工学科(専門科目群)  

授業科目表  （略） 

ロボットシステム工学科(専門基礎科目群)  

授業科目表  （略） 

ロボットシステム工学科(専門科目群)  

授業科目表  （略） 

情報メディア学科(専門基礎科目群)  

授業科目表  （略） 

情報メディア学科(専門科目群)  

授業科目表  （略） 

 

 

 




